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１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

総
合
振
興
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

□

□
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事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト

基本戦略

小項目

000002 消防・救急体制の充実

000005 安全に暮らせるまちづくり＜生活安全＞

平成27年07月29日(水)

消防用設備等防火管理事務 予防課 予防係

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
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000001 火災予防の推進
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

活動指標１

活動指標２

活動指標３

成果指標１

効率指標１

　

Ａ

Ａ

‐

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

消防用設備等防火管理事務 予防課 予防係

活動指標３

成果指標１
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防火対象物立入検査数

立入検査結果改善報告割合
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	NAME: 副参事兼予防課長　金子　佳郎
	PTXTKAIZEN: 　人命危険度の高い防火対象物に対し、引き続き重点事業所及び目標数を定め、立入検査を実施していく。また、目標数を設定する際、年間・月間査察計画を作成するなど計画性をもち実施する体制を構築する。
	PTXTKADAI: 　近年、防火対象物による火災から多数の死者、重傷者が発生し、それに伴い消防法令等も改正し、防火管理体制の強化や消防用設備等の設置が急務となっている。これらの対象物における関係者に対し、改正の趣旨を理解させるとともに、火災予防啓発に向けた指導を行うためにも立入検査を数多く実施しなくてはならない。
	PTXTSETUMEI: 　火災が発生した場合に多数の人命危険や社会的に多大な影響を及ぼす防火対象物にあっては、火災危険や消防法令違反が長い間、放置されていることは市民の生命、身体及び財産を保護し、社会全体の秩序の保持や公共の福祉に資することを目的とする消防法令に反することとなるので、消防の任務を果たすための立入検査を適時、適切に実施し、関係者が法令遵守の下に火災危険の軽減を図り、継続した防火管理を指導していくことが必要である。


